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下野市では、国・県の方針を受け、地域の子供たちの新たな活動の場としての
地域クラブ活動展開を計画しています。今回のニュースレターでは、休日の学校
部活動の移行後の所属と大会等への参加についてお伝えします。

次回は各種大会等への参加に関するＱ＆Ａを
お伝えします。

移行後※1の大会等への参加について

下野市では、令和６年12月現在、移行後における栃木県中学校体育連盟、栃木県中学校文化連盟の主
催する大会、コンクール等への参加は、学校部活動としての参加を前提として移行の準備を進めてい

ます｡

※１休日の学校部活動の移行を対象としています。

なぜ、移行後も学校部活動として
大会等に参加するのですか？

※５将来的には地域クラブ活動として参加することも考えられます。

◆ 学校部活動と地域クラブ活動とのメンバーの違い
学校部活動のみに加入している生徒は、大会等への参加の機会がなくなります。

◆ 学校部活動と地域クラブ活動の二重登録の問題
規定により学校部活動と地域クラブ活動での二重登録が認められない活動があります。

◆ 個人で加入しているクラブチーム※６等と地域クラブ活動の二重登録の問題
移行前は学校部活動とクラブチームの両方に所属することが可能であった活動においても、協会等へ
の登録の関係上、クラブチームと地域クラブの両方に所属することが認められない場合があります。

※６ここでのクラブとは、地域クラブではなくジュニアユース等、各協会等に登録しているクラブを指します。

地域クラブ活動が連盟主催の
大会等に登録・参加する際の課題

これらの配慮事項が不要な各種大会、練習試合、練習会等においては、地域クラブ活動として参加する
ことも考えられます。その場合も､部活動顧問と地域クラブ活動指導者との連携が不可欠です。

連盟主催の大会等においては、地域クラブ活動の登録・参加も
可能となっています。しかし、現段階においては地域クラブ活
動として参加するには考慮すべき点が多くあります。

移行後の平日・休日の活動への参加希望により、生徒の所属の状況が変わってきます。以下は｢○○中学校卓
球部｣の休日の活動を｢△△卓球クラブ｣に移行した場合の例です。

下野市役所ホームページにて
随時情報を更新しています。

移行後※1の所属について

下野市役所ＨＰ

※２大会が休日であっても参加が可能です。 ※３栃木県中学校体育連盟主催の大会等を除きます。

※４他のクラブや部活動に所属している場合、規程によっては二重登録扱いで参加できないこともあります。

移行後の参加状況移行前の所属等 今後の所属 参加可能な大会等

平日：○○中学校卓球部
休日：なし

○○中学校卓球部※２

として参加するもの
平日の活動のみ
参加を希望

平日・休日ともに
活動への参加を希望

平日：○○中学校卓球部
休日：△△卓球クラブ

○○中学校卓球部や
△△卓球クラブ※３
として参加するもの

新たに休日のみ
活動への参加を希望

平日：現在の状況のまま
休日：△△卓球クラブ

△△卓球クラブ※３※４

として参加するもの

・部活動への所属なし
・他の部活動に所属
・他校の生徒

○○中学校

卓球部

下野市では、生徒が確実に参加できるよう、当面の間は、
｢学校部活動としての参加｣を前提※５に移行を進めています。


